
 生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備）について 

 

１ 生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備）とは 

  市内の交通事業者が、国の補助事業である地域公共交通確保維持改善事業

（地域公共交通バリア解消促進等事業（バリアフリー化設備等整備事業））を

活用し、福祉タクシーやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタクシー）など

を導入する場合に、申請ごとに必要となる計画です。 

  なお、計画の策定主体は協議会となり、計画には導入の目的・必要性、定量

的な目標及び効果、事業内容、協議会の開催状況、利用者等の意見を記載する

こととなっております。 

 

２ 計画の策定および国への提出について 

  北広島市内の事業者である株式会社ウイングにおいて、令和２年度の上記

国の予算を活用し、ＵＤタクシー1台を導入することとなり、生活交通改善事

業計画（バリアフリー化設備等整備）を作成する必要があったことから、事務

局において計画を策定し、令和２年７月に活性化協議会各委員の皆様に意見

聴取しました。 

全員の同意が得られたことから、令和２年７月１６日に「令和２年度北広島

市ユニバーサルデザインタクシー導入事業計画」として国に提出しています。 

今回、会議を開催することとなったことから、改めて書面表決をいただくも

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足 １ 


